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は
じ
め
に

　
　
尾
張
の
古
代
史
を
論
じ
る
場
合
、
尾
張
氏
の
分
析
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

尾
張
氏
を
め
ぐ
る
論
点
の
一
つ
に
、尾
張
氏
は
、大
和
葛
城
を
発
祥
の
地
と
す
る
の
か
、

地
元
尾
張
で
自
生
し
た
氏
族
な
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
、
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝（１
）』
の
所
説
以
来
の
、
葛
城

発
祥
と
す
る
「
不
動
の
定
説（２
）」
と
言
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
状
況
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
、
新
井
喜
久
夫
で
、
宣
長
が
依
拠
し
た
『
先
代
旧

事
本
紀
』
の
一
部
を
な
す
「
天
孫
本
紀
」
の
「
尾
張
氏
系
譜
」（
文
章
系
譜
）
の
史
料

批
判
を
通
し
て
、
地
元
発
祥
説
を
唱
え
、
以
後
の
尾
張
氏
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
こ
と
に
な
っ
た（３
）。

　
新
井
が
そ
の
こ
と
に
触
れ
ず
、
他
の
論
者
も
あ
ま
り
注
目
し
て
い
な
い
が
、
実
は
、

新
井
論
稿
以
前
に
地
元
発
祥
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
松
前
健
の
「
天
照
御
魂
神
考（４
）」

が
あ
る
。
論
文
の
主
題
が
発
祥
論
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
宣
長
説
に
対
置

す
る
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
松
前
自
身
の
そ
の
後
の
論
稿
に
お
い
て
は
、
尾
張
本
貫
説
に
立
っ
て
、
尾
張
氏
の
動

向
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
が
、
新
井
論
文
に
つ
い
て
は
、
尾
張
本
貫
説
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
す
る
の
み
で
、
そ
の
論
理
に
は
触
れ
て
い
な
い（５
）。

　
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、新
井
は
、既
往
の
研
究
が
主
と
し
て
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
「
天

孫
本
紀
」
の
「
尾
張
氏
系
譜
」
を
中
心
に
な
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、「
記
紀
の
み

な
ら
ず
、
天
孫
本
紀
・
姓
氏
録
等
尾
張
氏
関
係
史
料
を
批
判
的
に
採
り
あ
げ
、
尾
張
氏

の
実
体
に
迫
る
方
法
と
考
古
学
的
研
究
成
果
を
利
用
し
て
尾
張
に
お
け
る
尾
張
氏
の
立

場
な
ど
、
あ
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
」
を
提
起
し
た
―
こ
の
提
言
は
言
う
ま
で
も
な
く
正

し
い
―
の
だ
が
、
ま
ず
「
天
孫
本
紀
」
を
分
析
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
葛
城
発
祥
説
」

を
否
定
し
、「
尾
張
発
祥
説
」
を
議
論
の
出
発
点
に
据
え
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
出
発
点
に
つ
い
て
の
、
さ
さ
や
か
な
検
討
の
試
み
で
あ
る
。

　
な
お
、
新
井
論
文
と
前
後
し
て
、
内
川
敬
三
が
、
熱
田
社
と
尾
張
氏
の
関
係
を
論
じ

る
中
で
、尾
張
氏
と
は
、大
和
か
ら
尾
張
に
入
国
し
、勢
力
を
は
っ
た
一
族
で
あ
る
と
、

「
頭
か
ら
き
め
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
題
を
提
起
し
て
い
る（６
）。

　
し
か
し
、
内
川
は
、
な
ぜ
か
自
ら
設
定
し
た
こ
の
問
題
を
検
討
せ
ず
、
自
答
も
し
な

か
っ
た
。

　
さ
て
、
新
井
が
ま
ず
分
析
の
手
が
か
り
と
し
た
の
は
、「
尾
張
氏
系
譜
」
の
不
連
続

と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
行
論
者
の
栗
田
寛
等
に
あ
っ
て
も

意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
彼
等
は
、
文
面
上
の
不
連
続
は
、
系
譜
作
成
上
の
不
備
で

あ
る
と
考
え
、
現
実
に
お
け
る
連
続
性
を
追
究
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
新
井
は
、
文
章
系
譜
上
の
不
連
続
を
、
現
実
の
反
映
と
考
え
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
宣
長
は
、
こ
の
点
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
。

《
特
別
寄
稿
》
　

　
　
　「
天
孫
本
紀
・
尾
張
氏
系
譜
」
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察

　
　
　
　     

福
岡

猛
志
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こ
の
系
譜
は
、
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
ま
ゝ
で
は
、
人
物
の
関
係
が
き
わ
め

て
読
み
取
り
に
く
い
。
そ
こ
で
、
何
人
か
が
「
竪
系
図
」
化
を
試
み
て
い
る
が
、
予
断

や
推
定
を
混
じ
え
ず
、文
章
の
語
る
と
こ
ろ
を
忠
実
に
図
化
し
て
い
る
の
は
、「
新
井
図
」

で
あ
る
。（
た
だ
し
一
点
、
六
世
代
の
「
宇
那
比
姫
」
が
落
ち
て
い
る
。）

　
以
下
の
行
論
の
便
宜
の
た
め
、
そ
れ
を
借
用
し
、
図
1
に
掲
げ
る
。

一
　
栗
田
・
太
田
・
高
群
説

　

　「
尾
張
氏
系
譜
」
の
切
れ
目
に
留
意
し
て
、そ
の
「
解
決
」
を
図
ろ
う
と
し
た
の
は
、

栗
田
寛
・
太
田
亮
の
両
名
で
あ
る
。
そ
の
論
旨
を
確
か
め
て
お
こ
う
。

　
栗
田
寛
の
『
栗
里
先
生
雑
著
』
巻
七
は
、「
尾
張
氏
纂
記
目
録
・
尾
張
連
乃
与
都
岐

夫
美
・
尾
張
氏
纂
記
」
の
三
部
仕
立
て
で
あ
る
。「
与
都
岐
夫
美
」
が
「
世
継
文
」
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
は
、
後
段
の
「
尾
張
氏
纂
記
」
で
詳
論
し
た

内
容
を
竪
系
図
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　「
尾
張
氏
纂
記
」
は
、「
天
孫
本
紀
」
の
文
章
系
譜
に
、『
新
撰
姓
氏
録
』
等
に
見
ら

れ
る
同
祖
関
係
の
氏
を
す
べ
て
増
補
す
る
な
ど
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果

は
、
す
べ
て
「
世
継
文
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。（
後
述
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
齟
齬
を

き
た
し
て
い
る
も
の
も
、
散
見
さ
れ
る
が
。）

　
で
は
、
栗
田
は
、
問
題
の
不
連
続
を
ど
う
説
い
た
か
。「
大
縫
命
、
小
縫
命
、
誰
人

の
子
と
云
事
伝
な
け
れ
ど
、
彦
与
曽
命
の
子
な
る
事
決
し
」
と
い
う
の
が
、
栗
田
の
結

論
で
あ
る
。
こ
の
「
決
し
」
は
、同
書
の
別
の
部
分
で
の
ル
ビ
に
従
え
ば
、「
キ
ハ
メ
シ
」

と
読
む
。
し
か
し
、「
キ
ハ
メ
」
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　「
世
継
文
」
全
体
を
見
て
も
、「
纂
記
」
で
の
説
明
と
異
な
る
も
の
、「
纂
記
」
で
は

触
れ
ず
に
、「
天
孫
本
紀
」
を
勝
手
に
改
変
し
た
も
の
な
ど
、
恣
意
性
が
目
立
つ（７
）。
問

題
と
な
る
「
不
連
続
の
関
係
」
の
部
分
を
図
2
に
示
し
て
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し

て
お
く
。

　
⑴
「
纂
記
」
＝
大
縫
・
小
縫
は
、
彦
与
曽
命
の
子
。

　
　
「
世
継
文
」
＝
二
人
は
、
置
部
与
曽
命
の
子
。

　
⑵
「
天
孫
本
紀
」
＝
乎
止
与
命
は
十
一
世
孫
。
父
親
と
の
関
係
は
不
明
。

　
　
「
世
継
文
」
＝
乎
止
与
命
は
、
置
部
与
曽
命
の
子
で
、
十
世
孫
。

　
⑶
「
天
孫
本
紀
」
＝
淡
夜
別
命
は
、
弟
彦
命
の
子
。

「
世
継
文
」
＝
淡
夜
別
命
は
、
置
部
与
曽
命
の
子
で
あ
る
と
と
も
に
、
弟
彦
命
と

は
、
奇
妙
な
系
線
で
結
ば
れ
て
い
る
。
意
味
不
明
。

　
⑷ 

「
纂
記
」
＝
「
弟
彦
命
と
妹
比
女

4

4

命
と
相
対
へ
る
名
な
れ
ば
、
妹
と
一
字
を
引
は

な
し
て
は
読
べ
か
ら
ず
」

「
世
継
文
」
＝
単
に
「
日
女
4

4

命
」（「
妹
」
略
）

※
「
纂
記
」
の
説
は
、「
天
孫
本
紀
」
の
誤
読
。
こ
の
位
置
の
「
妹
」
は
続
柄
。

　
太
田
亮
は
ど
う
か
。
太
田
も
ま
た
、「
天
孫
本
紀
」
の
系
譜
に
つ
い
て
、「
記
紀
姓
氏

録
と
対
照
し
て
錯
誤
せ
る
部
分
を
訂
正
せ
る
後
に
あ
ら
ざ
れ
ば
史
料
と
し
て
用
ふ
べ
か

ら
ず
」
と
し
て
、
訂
正
を
試
み
る
。

　
十
一
世
孫
乎
止
与
命
は
、「
誰
の
子
な
る
か
不
詳
。
此
系
図
十
世
ま
で
は
父
子
系
を

尋
ぬ
る
を
得
れ
ど
此
の
処
然
ら
ず
、
疑
問
と
す
べ
し
。
蓋
誤
脱
あ
る
か
」
と
論
じ
、
十

二
世
建
稲
種
命
の
と
こ
ろ
で
は
、い
わ
ゆ
る
『
寛
平
熱
田
縁
起
』
を
引
き
、宮
酢
媛
は
、

「
此
の
人
の
妹
な
る
に
此
の
系
図
に
脱
す
る
は
不
思
議
と
云
ふ
べ
し
」
と
言
う
。

　
以
後
、
十
三
世
孫
ま
で
を
「
考
定
」
し
、
本
論
を
展
開
す
る
が
、「
尾
張
家
の
本
居

は
大
和
葛
城
な
り
て
ふ
事
」
は
、「
先
輩
学
者
の
既
に
考
証
さ
れ
た
る
処
な
る
が
」、「
本

研
究
の
先
決
問
題
で
あ
る
」
と
し
て
、
系
譜
前
半
部
を
図
示
し
、
宣
長
等
と
同
様
の
論

拠
で
、
葛
城
在
住
・
尾
張
非
存
在
を
主
張
す
る
。
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図 1　新井喜久夫作成の尾張氏系図（名古屋市編『新修名古屋市史』第 1巻476・477頁より転載）
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問
題
は
、
乎
止
与
命
・
建
稲
種
命
に
あ
る
。
系
譜
で
は
、
乎
止
与
命
の
位
置
が
不
明

だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、『
寛
平
熱
田
縁
起
』
に
よ
り
、
建
稲
種
命
は
景
行
朝
の
人
と

定
め
、
九
世
孫
弟
彦
命
を
、
七
世
孫
建
諸
隅
命
が
孝
昭
朝
大
臣
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
景0

行
朝

0

0

の
人
と
推
定
す
る
。（
こ
れ
が
、
弟
彦
公
＝
弟
彦
命
の
伏
線
と
な
る
。）

　
そ
し
て
『
日
本
書
紀
』
景
行
紀
の
、
日
本
武
尊
に
従
っ
た
「
美
濃
国
有
善
射
者
」
で

あ
る
弟
彦
公
が
、
こ
の
弟
彦
命
で
あ
る
こ
と
は
「
疑
ひ
な
し
」
と
す
る
。

　
ま
た
、
弟
彦
命
の
異
母
弟
の
若
都
保
命
が
「
五
百
木
辺
連
祖
」
で
あ
る
こ
と
に
も
注

目
す
る
。
各
地
の
五
百
木
部
＝
伊
福
部
は
、
姓
氏
録
に
よ
れ
ば
、
皆
、「
火
明
命
之
後
」

で
あ
る
し
、
栗
田
寛
も
、
伊
福
部
氏
の
本
貫
を
美
濃
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
若
部
保
命

は
、
美
濃
と
関
係
が
深
い
。
そ
し
て
、
弟
彦
命
の
甥
に
あ
た
る
大
八
椅
命
は
、「
国
造

本
紀
」
に
よ
れ
ば
、
隣
国
の
斐
陀
国
造
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
八
世
孫
倭
得
玉
彦
命
が
、
崇
神
天
皇
の
皇
子
八
坂
入
彦
命
の
従
兄
弟
に
あ

た
る
こ
と
に
も
注
目
す
る
。『
日
本
書
紀
』
景
行
四
年
条
に
よ
れ
ば
、
美
濃
国
に
八
坂

入
彦
が
在
住
す
る
。

　
こ
の
「
八
坂
入
彦
」
は
、
同
一
人
物
と
見
做
す
べ
き
で
、
そ
の
母
親
は
、
尾
張
氏
一

族
の
大
海
媛
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
勘
案
し
、（
乎
止
与
の
位
置
づ
け
に
は
苦
労
し
て
お
り
、
そ
の
一
案
に
つ

い
て
も
、「
こ
の
説
甚
薄
弱
な
り
と
感
ず
れ
ど
他
に
よ
る
べ
き
も
の
な
け
れ
ば
致
方
な

し
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
が
）
乎
止
与
は
倭
得
玉
彦
と
共
に
、
八
坂
入
彦
命
を
奉
じ
て

東
し
、
玉
彦
は
美
濃
に
止
ま
り
、
自
分
は
さ
ら
に
尾
張
に
進
み
、
そ
の
国
造
に
任
ぜ
ら

れ
た
。そ
し
て
大
八
椅
は
、飛
騨
の
国
造
と
な
っ
た
、と
い
う
の
が
太
田
の
推
定
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
一
つ
問
題
点
が
残
っ
た
。
そ
れ
は
、
乎
止
与
の
舅
に
、
尾
張
大
印
岐
が
あ

る
こ
と
で
、
尾
張
国
名
が
乎
止
与
以
前
か
ら
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
尾

張
国
名
は
、
葛
城
尾
張
の
地
名
を
移
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
乎
止
与
の
父
祖

の
時
代
に
お
い
て
、
既
に
此
の
氏
は
此
国
に
下
っ
て
い
た
と
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　「
さ
れ
ど
此
の
尾
張
な
る
語
（
筆
者
注
：
尾
張
大
印
岐
女
子
の
「
尾
張
」
の
こ
と
を

指
す
か
）
は
後
世
よ
り
の
追
記
な
る
や
も
計
り
難
し
、さ
れ
ば
此
の
一
事
を
以
て
、か
ゝ

る
問
題
を
決
す
べ
き
に
は
あ
ら
ず
、
後
考
を
俟
つ
べ
し
」
と
、
太
田
は
説
明
を
放
棄
し

た
。
そ
し
て
、自
ら
は
、「
後
考
」
に
と
り
組
ん
で
い
な
い
。
こ
の
問
題
解
決
の
「
一
案
」

と
も
言
う
べ
き
宣
長
の
説
に
は
、
注
意
を
払
っ
て
は
い
な
い
。

　
な
お
、
太
田
は
「
附
記
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
〇  
倭
得
玉
彦
の
家
（
美
濃
に
下
り
し
尾
張
氏
）
は
此
氏
の
宗
家
、
乎
止
与
の
家
（
尾

張
国
造
家
）
は
分
派
。

　
　
こ
れ
が
元
来
の
形
。

　
〇 

建
稲
種
の
日
本
武
尊
へ
の
従
軍
、
美
夜
受
比
売
が
日
本
武
尊
の
妃
と
し
て
神
剣
を

図 2　「尾張連乃与都岐夫美」不連続の関係部分
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奉
じ
た
こ
と
、
稲
種
の
娘
所
生
の
女
子
が
応
神
天
皇
の
后
妃
と
な
る
な
ど
、
乎
止

与
の
家
は
盛
大
を
極
め
た
。
そ
れ
に
対
し
、
倭
得
玉
彦
の
家
は
、
淡
夜
別
の
後
、

衰
微
し
た
。

　
〇
そ
の
結
果
、
宗
家
は
自
ら
建
稲
種
に
移
っ
た
。

　
〇
尾
張
氏
の
系
譜
の
不
備
は
、
こ
れ
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
れ
は
こ
れ
で
、系
譜
の
不
連
続
へ
の
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
が
、「
尾
張
」
問
題
の
「
後

考
」
と
は
な
っ
て
い
な
い（８
）。

　
系
譜
の
不
連
続
に
触
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
念
の
た
め
尾
張
と
葛
城
の
関
係
に
、

独
自
の
理
論
的
立
場
か
ら
論
じ
て
い
る
高
群
逸
枝
の
所
論
を
見
て
お
こ
う
。
問
題
関
心

の
在
り
所
が
、
宣
長
等
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　「
出
雲
神
系
の
高
尾
張
の
開
拓
族
で
あ
る
農
民
の
一
部
が
分
岐
し
て
尾
張
地
方
に
移

住
、
開
墾
に
従
事
し
、
そ
の
首
長
を
尾
張
大
稲
置
と
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
へ
最

初
葛
城
地
方
で
此
族
を
混
血
し
た
火
明
系
は
、
更
に
そ
の
縁
故
を
辿
っ
て
、
長
駆
し
て

尾
張
地
方
へ
移
住
し
来
り
、
稲
置
族
と
婚
し
、
完
全
に
其
族
を
祖
変
せ
し
め
て
、
こ
こ

に
火
明
命
を
祖
と
す
る
尾
張
国
造
家
が
成
立
を
見
た
わ
け
で
あ
る
。」
と
い
う
の
が
、

高
群
の
結
論
で
あ
る
。

　
高
群
説
に
よ
れ
ば
、
葛
城
地
方
か
ら
の
尾
張
へ
の
進
出
は
二
段
階
を
踏
む
こ
と
に
な

る
。
尾
張
大
稲
置
も
、
根
っ
か
ら
の
土
着
勢
力
で
は
な
い
。
乎
止
与
命
以
前
の
、
尾
張

地
名
の
存
否
如
何
と
い
う
、
太
田
等
を
悩
ま
せ
た
問
題
へ
の
、
一
つ
の
「
解
答
」
に
は

な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
宣
長
説
の
確
認

　

　
栗
田
・
太
田
等
が
、「
尾
張
氏
系
譜
」
の
不
連
続
に
つ
い
て
苦
労
し
た
の
対
し
、
本

居
宣
長
は
、
そ
の
点
に
関
心
を
寄
せ
て
い
な
い
。『
古
事
記
』
理
解
の
た
め
の
、
膨
大

な
参
照
・
注
釈
に
と
っ
て
、
些
事
と
も
言
う
べ
き
事
項
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　『
古
事
記
伝
』
に
見
る
宣
長
の
、
尾
張
氏
本
居
論
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　「
此
氏
の
本
居
は
、
大
和
国
葛
城
な
り
、
然
云
故
は
境
原
段
に
、
此
氏
人
に
葛
城
之

高
千
那
毘
売
と
云
あ
り
」
と
、
ま
ず
言
う
。
こ
れ
は
、『
古
事
記
』
孝
元
天
皇
段
に
「
尾

張
連
等
之
祖
、意
冨
那
眦
之
妹
葛
城
之
高
千
那
眦
売
」
と
あ
る
の
を
指
す
（
傍
訓
省
略
、

以
下
同
じ
）。

　
次
い
で
、「
天
孫
本
紀
」
の
「
尾
張
氏
系
譜
」
中
の
人
名
を
あ
げ
る
。
す
な
わ
ち
、「
三

世
孫
天
忍
人
命
…
…
異
妹
角
屋
姫
亦
名
葛
城
木
出
石
姫
為
妻
」、「
天
忍
男
命
…
…
葛
木

土
神
剣
根
命
女
賀
奈
良
知
姫
為
妻
」、「
四
世
孫
瀛
津
世
襲
命
亦
云
葛
木
彦
命

尾
張
連
等
祖

」、「
七
世
孫

建
諸
隅
命
…
…
葛
木
直
祖
大
諸
見
足
尼
女
子
諸
見
己
姫
為
妻
」
が
そ
れ
で
、（
宣
長
は

落
し
て
い
る
が
、
他
に
、「
四
世
孫
…
…
孫
天
戸
目
命
…
…
葛
木
避
姫
為
妻
」、「
七
世

孫
…
…
妹
大
海
姫
命
亦
名
葛
木

高
名
姫
命
」
が
あ
る
。）
本
人
の
「
亦
名
」
が
葛
木
、
妻
が
葛
木
氏

の
二
通
り
の
場
合
が
あ
る
。
天
忍
人
命
は
、
異
母
妹
で
あ
る
角
屋
姫
を
妻
と
し
て
い
る

が
、
そ
の
異
母
妹
＝
妻
の
亦
名
が
葛
木
で
あ
る
。
人
名
は
、
地
名
と
関
連
す
る
。

　
地
名
に
つ
い
て
も
、『
日
本
書
紀
』（
神
武
即
位
前
紀
）
の
、「
高
尾
張
邑
或
本
云
　

葛
城
邑
也
」

と
「
高
尾
張
邑
、有
土
蜘
蛛
…
…
皇
軍
結
葛
網
、而
掩
襲
殺
之
、因
改
号
其
邑
曰
葛
城
」

と
い
う
二
つ
の
記
事
を
あ
げ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、『
日
本
三
代
実
録
』（
貞
観
六
年
八
月
八
日
条
）
の
「
尾
張
国
海
部
郡
人
治

部
少
録
従
六
位
上
甚
目
連
公
宗
氏
・
尾
張
医
師
従
六
位
上
甚
目
連
公
冬
雄
等
同
族
十
六

人
、
賜
姓
高
尾
張
宿
祢
、
天
孫
火
明
命
之
後
也
」
を
引
く
。

　
他
に
関
説
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
宣
長
説
の
要
点
は
、
以
下
の
三
項
目
に
集
約
さ

れ
る
。

　
第
一
。『
古
事
記
』
お
よ
び
「
尾
張
氏
系
譜
」
に
よ
れ
ば
、こ
の
氏
人
の
中
に
は
、「
葛
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城
（
木
）」
の
名
を
負
う
者
（「
亦
名
」
を
含
む
）
が
あ
り
、「
葛
木
」
氏
の
女
性
を
妻

と
す
る
者
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
氏
が
葛
城
の
地
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
。

　
第
二
。『
日
本
書
紀
』
神
武
即
位
前
紀
で
、
葛
城
の
地
に
「
高
尾
張
邑
」
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
、
葛
城
と
尾
張
の
関
係
の
深
さ
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　
第
三
。『
日
本
三
代
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
甚
目
連
公
は
、
火
明
命
の
後
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
高
尾
張
宿
祢
を
賜
わ
っ
た
の
だ
が
、（
火
明
命
の
後
は
、
尾
張
氏
に
他
な
ら

な
い
か
ら
）「
尾
張
と
高
尾
張
と
、
別
な
ら
ざ
る
事
を
知
る
べ
し
」
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
り
、
尾
張
氏
の
本
居
は
、
葛
城
で
あ
る
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
な
お
、
太
田
の
疑
問
に
も
関
わ
り
な
が
ら
、
あ
ま
り
論
評
も
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ

こ
で
宣
長
は
、
大
変
興
味
深
い
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、「
高
尾
張
と
云
は
、
葛
城
の
本
名
と
聞
ゆ
れ
ば
、
国
名
の
尾
張
は
、
此

高
尾
張
よ
り
出
て
、
其
は
此
氏
人
の
葛
城
よ
り
出
て
、
彼
国
に
下
住
居
し
故
に
、
其
本

居
の
名
を
取
て
、国
名
と
せ
る
か
と
思
へ
ど
も
、然
に
は
非
じ
、か
の
神
武
巻
の
趣
は
、

一
の
伝
へ
に
て
、
実
は
天
火
明
命
の
子
孫
、
葛
城
に
住
居
け
る
が
、
尾
張
国
造
に
な
り

て
、彼
国
に
下
り
居
住
し
人
あ
り
し
縁
に
よ
り
て
、其
国
名
を
取
て
、本
居
の
葛
城
を
、

高
尾
張
邑
と
も
云
け
む
を
、
誤
て
本
名
の
如
く
伝
へ
云
し
な
る
べ
し
」
と
言
う
の
で
あ

る
。

　「
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
葛
城
に
高
尾
張
て
ふ
名
の
あ
る
は
、
此
氏
の
本
居
な
る
由
縁

な
る
事
は
、
違
は
ざ
る
な
り
」
―
こ
れ
が
宣
長
の
結
論
で
あ
る（９
）。

三
　
尾
張
発
祥
説
＝
新
井
喜
久
夫

　

　
新
井
喜
久
夫
は
、
自
ら
の
「
尾
張
氏
論
」
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
「
天
孫

本
紀
の
尾
張
氏
系
譜
」
の
構
造
分
析
を
行
っ
た
。
注（
3
）に
掲
げ
た
ご
と
く
関
連
す
る

三
つ
の
論
稿
が
あ
る
。

　
第
一
稿
に
お
い
て
、「
尾
張
氏
系
譜
」
の
、
前
・
後
部
不
連
続
の
指
摘
に
基
づ
い
て
、

尾
張
氏
の
地
元
自
生
説
を
主
張
し
、
関
連
史
料
・
考
古
学
調
査
の
成
果
に
よ
っ
て
、
そ

れ
を
補
強
し
た
。

　
第
二
稿
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
発
言
だ
が
、「
尾
張
氏
系
譜
」
を
竪
系
図
と

し
て
表
示
し
つ
つ
、
一
般
向
け
に
、
こ
れ
を
解
説
し
た
。

　
第
三
稿
は
、
自
治
体
史
の
一
部
と
し
て
、
自
説
を
展
開
し
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
『
海

部
氏
勘
注
系
図
』
に
よ
っ
て
不
連
続
を
解
消
す
る
見
解
を
、
批
判
し
た
。
な
お
、
第
二

稿
に
お
い
て
提
示
し
た
竪
系
図
を
再
掲
し
て
い
る
。

　
新
井
は
、
宣
長
の
主
張
を
支
え
る
根
幹
で
あ
る
「
天
孫
本
紀
」
の
「
尾
張
氏
系
譜
」

を
、
宣
長
と
は
異
な
る
視
点
で
分
析
し
、
こ
れ
が
、
十
一
世
乎
止
与
命
を
境
に
、
前
後

に
二
分
さ
れ
る
こ
と
を
、
以
下
の
論
拠
を
も
と
に
主
張
し
た
。

　
① 

一
世
・
二
世
と
同
様
に
、
十
一
世
（
乎
止
与
）
と
十
二
世
（
建
稲
種
）
が
、
そ
れ

ぞ
れ
一
人
ず
つ
で
あ
る
こ
と
。
系
図
と
い
う
も
の
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
、
世
代
を

遡
る
に
つ
れ
て
、人
数
が
少
な
く
な
る
の
が
一
般
的
で
、一
人
ず
つ
と
い
う
の
は
、

起
点
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
② 

十
一
世
乎
止
与
命
と
十
二
世
建
稲
種
命
は
、
そ
れ
以
前
と
は
全
く
異
な
り
、
は
じ

め
て
尾
張
に
関
係
す
る
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。

　
③ 

十
一
世
乎
止
与
命
は
、
十
世
孫
の
誰
の
子
か
注
記
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
十
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世
と
十
一
世
の
間
が
う
ま
く
接
合
し
て
い
な
い
。

　
④ 
「
国
造
本
紀
」
に
、「
尾
張
国
造
　
志
賀
高
穴
穂
朝
以
天
別
天
火
明
命
十
世
孫
小
止

与
命
　
定
賜
国
造
」
と
あ
る
か
ら
、
乎
止
与
命
は
、
尾
張
氏
の
一
つ
の
起
点
を
示

す
人
物
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
こ
れ
ら
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
乎
止
与
を
起
点
と
す
る
系
譜
が
ま
ず
最
初
に
成
立
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
宮
酢
姫
の
名
が
見
え
ぬ
の
は
、
か
え
っ
て
こ
の
系
譜
成
立
の
古
さ
を

証
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
新
井
は
、
系
譜
の
前
半
部
に
つ
い
て
は
、
や
が
て
、
乎
止
与
命

の
上
に
、
比
較
的
単
純
な
後
半
に
比
べ
、
は
る
か
に
壮
大
な
火
明
命
以
下
十
世
代
の
系

譜
が
加
上
さ
れ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
ご
と
く
論
を
進
め
る
。

　
尾
張
氏
の
系
譜
が
、
こ
の
よ
う
に
二
段
階
に
分
割
さ
れ
、
後
半
は
、
そ
こ
か
ら
一
つ

の
系
譜
が
始
ま
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
尾
張
の
地
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
、（
尾
張
に
勢
力
を
張
る
尾
張
氏
が
、
そ
の
地
に
お
け
る
起
点
を
示
す
系
譜
を

有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
）
こ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
尾
張
氏
の
尾
張
に
お
け

る
自
生
説
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
れ
に
基
づ
い
て
前
段
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、『
記
紀
』
に
見
ら
れ
る
天
皇
家

と
の
婚
姻
関
係
も
踏
ま
え
て
、
尾
張
氏
の
大
和
へ
の
進
出
の
結
果
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
尾
張
氏
は
、
葛
城
の
地
に
、
拠
点
・
出
先
機
関
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
葛
城
氏

と
関
係
が
生
じ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。

　
他
史
料
の
理
解
、
考
古
学
上
の
知
見
の
援
用
な
ど
が
あ
る
が
、
新
井
の
出
発
点
は
、

「
尾
張
氏
系
譜
」
の
理
解
で
あ
り
、
宣
長
と
は
、「
同
じ
土
俵
」
で
、
正
反
対
の
結
論

を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

　『
新
修
名
古
屋
市
史
』
に
お
い
て
、
新
井
は
、
自
ら
の
学
説
に
つ
い
て
、「
近
年
、
宣

長
の
依
拠
し
た
尾
張
氏
系
譜
を
批
判
的
に
考
え
る
立
場
か
ら
尾
張
発
祥
説
が
台
頭
し
て

き
た
」
と
述
べ
て
い
る
）
11
（

。「
自
治
体
史
」
と
し
て
「
客
観
的
」
表
現
を
と
っ
て
い
る
が

尾
張
発
祥
説
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
が
、
考
古
学
の
成
果
で
は
な
く
、「
系
譜
」
に
あ
る
こ

と
を
、
自
ら
確
認
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
新
井
の
提
唱
以
降
、
考
古
学
者
の
論
稿
を
含
め
て
、
大
勢
は
、
尾
張
氏
尾
張
自
生
説

に
傾
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
　
新
井
説
へ
の
批
判

　

　
新
井
説
に
対
し
て
、
直
接
そ
の
名
を
あ
げ
て
批
判
を
加
え
て
い
る
も
の
に
、
宝
賀
寿

男
『
古
代
氏
族
の
研
究
②
尾
張
氏
―
后
妃
輩
出
の
伝
承
を
も
つ
雄
族
）
11
（

』
が
あ
る
。

　
宝
賀
の
論
説
は
、
私
に
は
と
て
も
わ
か
り
に
く
い
の
だ
が
、「
尾
張
氏
族
の
東
遷
と

尾
張
国
内
で
の
移
遷
」
と
い
う
項
目
で
、
新
井
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

　「
尾
張
国
造
家
の
故
地
は
大
和
の
葛
城
地
方
」
で
、「
そ
の
主
な
論
拠
は
『
天
孫
本
紀
』

所
載
の
尾
張
氏
系
図
」
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
重
松
明
久
説
や
新
井
説
に
論
及
し
、「
こ

れ
ら
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、『
天
孫
本
紀
』
所
載
系
図
に
は
疑
問
の
個
所
も
多
々

あ
っ
て
そ
の
ま
ま
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
が
（
中
略
）
そ
う
だ

と
し
て
も
、
従
来
の
通
説
が
や
は
り
妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
そ
の
検
討
の
概

要
を
示
す
」
と
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
大
和
故
地
論
の
主
な
論
拠
と
な
る
「
尾
張
氏

系
図
」
の
、
多
々
あ
る
疑
問
を
解
決
し
、
通
説
が
妥
当
で
あ
る
所
以
が
略
説
さ
れ
る
も

の
と
期
待
す
る
の
だ
が
、
宝
賀
が
提
示
し
た
「
概
要
」
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

　
一 

、
尾
張
氏
に
見
ら
れ
る
強
い
海
人
性
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
種
族
が
日
本
列
島
に

渡
来
し
て
以
降
は
、
北
九
州
海
岸
部
か
ら
長
い
年
月
を
か
け
て
列
島
内
を
東
漸
し

て
き
た
移
遷
経
緯
は
否
定
で
き
な
い
。（
つ
ま
り
、
尾
張
氏
は
、
渡
来
種
族
の
一
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派
で
あ
り
、
そ
れ
が
東
漸
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。）

　
二 
、
博
多
湾
沿
岸
部
の
筑
前
国
那
珂
郡
が
、
わ
が
国
海
神
族
の
起
源
地
か
つ
本
拠
地

で
あ
り
、
大
己
貴
神
が
拠
っ
た
「
葦
原
中
国
」
は
、
こ
の
海
神
族
の
国
で
あ
る
。

こ
の
海
神
族
の
大
己
貴
神
の
流
れ
が
、
出
雲
や
畿
内
、
さ
ら
に
は
東
国
の
各
地
に

分
出
し
て
行
っ
た
。

　
こ
の
二
点
か
ら
、
ど
う
し
て
、
尾
張
氏
の
葛
城
か
ら
尾
張
へ
の
移
住
説
の
主
な
論
拠

と
な
る
尾
張
氏
系
譜
に
存
す
る
疑
問
点
を
解
決
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
私
に
は
、
皆

目
見
当
が
つ
か
な
い
。

　
し
か
し
、
宝
賀
は
、
こ
の
「
論
拠
」
を
以
て
、
系
図
の
古
い
部
分
を
後
世
の
造
作
・

加
上
と
み
る
新
井
を
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　
有
力
な
古
代
諸
氏
を
含
み
相
互
に
深
く
関
連
す
る
尾
張
氏
初
期
段
階
の
系
譜
作
成

は
、
古
代
人
に
求
め
る
こ
と
自
体
が
当
時
の
能
力
を
遥
か
に
超
え
て
お
り
現
実
離
れ
を

し
て
い
る
の
で
、「
こ
の
辺
は
抽
象
的
な
観
念
論
、
存
在
否
定
論
に
す
ぎ
ず
、
戦
後
の

津
田
史
学
の
悪
影
響
が
端
的
に
出
て
い
る
。」

　
こ
の
古
代
人
作
成
不
能
論
は
、
太
田
亮
説
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
も
見
え
る

が
、
太
田
の
場
合
は
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
を
造
作
し
た
作
者
の
、
他
の
部
分
で
見
せ

た
無
能
振
り
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
整
っ
た
系
譜
は
作
れ
な
い
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。

　
念
の
た
め
言
え
ば
、後
述
す
る
上
遠
野
浩
一
）
11
（

の
他
氏
族
系
譜
の
簒
奪
論
に
対
し
て
は
、

こ
の
「
無
能
力
論
」
は
、
意
味
を
持
た
な
い
。

　
な
お
、
宝
賀
は
、
景
行
朝
当
時
は
、「
尾
張
」
で
は
な
く
「
尾
治
」
と
表
記
さ
れ
た

も
の
と
「
考
え
」、「
出
土
木
簡
の
表
記
で
は
、
当
初
は
『
尾
治
』
で
あ
り
、
天
平
頃
か

ら
尾
張
に
変
わ
る
事
情
が
あ
る
」
と
言
う
。

　「
尾
治
」
で
あ
れ
「
尾
張
」
で
あ
れ
、「
景
行
朝
」
に
文
字
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
学

説
を
、
寡
聞
に
し
て
私
は
知
ら
な
い
。「
ヲ
ハ
リ
」
表
記
の
最
古
の
木
簡
は
、
現
在
ま

で
の
と
こ
ろ
で
は
「
尾
張
」
で
あ
る
。
併
用
さ
れ
た
ら
し
い
「
尾
張
」
と
「
尾
治
」
が
、

「
尾
張
」
に
統
一
＝
公
定
さ
れ
た
の
は
大
宝
年
間
で
あ
り
、以
後
木
簡
に
頻
出
す
る
「
尾

張
」
を
、
何
故
「
天
平
頃
」
ま
で
下
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
宝
賀
の
新
井
批
判
の
根
は
、
揺
ら
い
で
い
る
と
思
う
。

　
田
中
卓
「
真
清
田
神
社
の
創
祀
と
発
展
）
11
（

」
は
、
尾
張
氏
大
和
発
祥
説
の
立
場
か
ら
尾

張
氏
の
動
静
を
論
じ
、
真
清
田
神
社
が
、
尾
張
に
定
着
し
た
同
氏
族
に
よ
っ
て
創
祀
さ

れ
た
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
新
井
説
に
は
論
及
し
て
い
な
い
が
、
内
容
上
、
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
と
言
う
よ
り
も
、『
記
紀
』
を
根
幹
に
お
い
て
信
用
す
る
立
場
か
ら
、
新
井
説
を

問
題
に
し
て
い
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
田
中
の
論
理
を
、
私
な
り
に
整
理
し
て
み
る
。

　
ま
ず
、
十
一
世
孫
乎
止
与
は
、
尾
張
の
地
名
を
負
う
真
敷
刀
俾
を
妻
と
し
て
い
る
か

ら
、
尾
張
氏
の
尾
張
定
住
は
、
こ
れ
以
前
の
こ
と
と
見
做
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
は
、
分
析
の
起
点
（
前
提
）
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
実
は
、
宣
長
説

で
は
、
こ
れ
は
、「
然
に
は
非
じ
」
で
あ
っ
た
。）

　
一
方
で
、『
記
紀
』
と
の
整
合
性
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
系
譜
に
見
え
る
八
坂
入
彦
・

弟
彦
の
美
濃
在
住
を
確
認
し
、
こ
れ
を
四
道
将
軍
の
発
遣
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
。

す
な
わ
ち
、
八
坂
入
彦
と
倭
得
玉
彦
が
、
武
渟
川
別
命
の
軍
団
の
一
員
と
し
て
、
従
軍

し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
八
坂
入
彦
は
美
濃
に
定
着
し
、
倭
得
玉
彦
は
進
ん
で
尾
張
に

定
着
し
た
。

　
乎
止
与
は
、
倭
得
玉
彦
の
曽
孫
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
頃
ま
で
に
は
、
尾
張
の
地
名
も

定
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
「
前
提
」
は
、
問
題
な
く
、
説
明
が
つ
く
。

　
田
中
は
さ
ら
に
、
乎
止
与
の
国
造
任
命
に
言
及
し
（「
国
造
本
紀
」
の
援
用
）、
建
稲
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種
の
日
本
武
尊
東
征
へ
の
従
軍
（『
寛
平
熱
田
縁
起
』
の
援
用
）
と
の
関
連
で
、
こ
れ

を
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
、
乎
止
与
は
、
建
稲
種
と
と
も
に
、
日
本
武
尊
の
東
征
に
従
軍

し
、
そ
の
こ
と
へ
の
褒
賞
と
し
て
、
国
造
に
任
命
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
国
造
制
成
立
期
に
関
す
る
近
年
の
研
究
動
向
や
、『
寛
平
熱
田
縁
起
』
の
史
料
批
判

の
問
題
な
ど
を
ひ
と
ま
ず
措
け
ば
、
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
る
。

　
太
田
亮
を
引
き
継
ぐ
有
力
な
見
解
だ
が
、系
譜
の
不
連
続
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。

た
だ
し
、
田
中
自
身
は
、『
田
島
氏
系
譜
』
お
よ
び
『
海
部
氏
勘
注
系
図
』
で
は
、
系

線
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、（
一
応
慎
重
に
点
線
を
用
い
て
い
る
が
）
連
続

す
る
も
の
と
し
て
、
論
を
進
め
て
い
る
。

　
私
は
、
こ
の
二
つ
の
史
料
を
根
拠
に
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　『
田
島
氏
系
譜
）
14
（

』
の
成
立
年
代
は
不
明
だ
が
、十
八
世
に
あ
た
る
「
多
々
見
」
に
「
年

魚
市
評
督
　
板
蓋
宮
朝
奉
斎
熱
田
神
宮
」
と
い
う
評
制
下
の
注
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

古
態
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
田
島
家
は
、
熱
田
社
の
祝
師
職
を
世
襲
す

る
家
柄
で
あ
る
か
ら
「
尾
張
氏
系
譜
」
に
は
本
来
載
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
宮
簀
姫
を

記
入
し
て
い
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
尾
張
氏
自
体
の
系
譜
が
問
題
な
の
で

は
な
く
、
宮
簀
媛
の
後
裔
で
あ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
を
厳
密
に

表
現
し
て
い
る
と
は
、
断
言
で
き
な
い
。

　『
海
部
氏
勘
注
系
図
』（『
籠
名
神
宮
祝
部
丹
波
国
造
海
部
直
等
之
本
記
）
11
（

』）に
つ
い
て
、

新
井
は
、
明
ら
か
に
尾
張
氏
系
譜
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
存
の
写
本

は
江
戸
時
代
前
期
の
書
写
本
で
、
相
承
関
係
に
多
種
の
異
説
を
掲
げ
、
か
な
り
の
混
乱

を
示
し
て
い
る
の
は
、
尾
張
氏
系
譜
に
本
来
あ
っ
た
不
連
続
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
、

後
世
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
行
な
わ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
拠
る
こ
と
を
否

定
し
て
い
る
）
16
（

。

　
近
世
の
写
本
で
あ
る
こ
と
が
、
直
ち
に
内
容
の
古
さ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
し

（『
古
事
記
』の
最
古
の
写
本
は
、応
安
年
間
の
も
の
で
あ
る
。）、雑
多
な
書
き
込
み
は
、

必
ず
し
も
不
連
続
解
消
の
試
み
の
破
綻
を
示
す
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
ま
た
、
尾
張
氏
系
譜
を
利
用
し
た
節
）
17
（

は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
成
さ

れ
た
と
ま
で
は
、
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
新
井
の
指
摘
は
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
系
図
が
安
易
に
利
用
で

き
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。

　
ま
ず
、中
心
と
な
る
系
線
は
、「
日
本
得
魂
命
―
意
富
那
比
命
―
乎
縫
命
―
小
登
与
命
」

と
な
っ
て
い
て
、「
尾
張
氏
系
譜
」
と
は
全
く
異
な
る
。
ま
た
、
そ
の
周
辺
の
書
き
込

み
は
、新
井
の
言
う
「
混
乱
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、「
無
茶
苦
茶
」「
支

離
滅
裂
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
こ
の
内
容
を
整
序
す
る
術
を
、
私
は
持
た
な
い
。

　
ま
た
、
十
七
世
孫
丹
波
国
造
明
国
彦
命
に
、「
葬
于
加
佐
郡
田
造
郷
高
野
丸
子
山
」

の
注
記
が
あ
る
が
、
こ
の
田
造
郷
と
い
う
郷
名
は
、
邨
岡
良
弼
が
、『
丹
後
国
風
土
記

残
欠
』
が
偽
書
で
あ
る
証
拠
と
し
て
挙
げ
た
も
の
の
一
部
に
他
な
ら
な
い
）
11
（

。

　
さ
ら
に
旧
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、
こ
れ
も
、『
残
欠
』
の
偽
書
た
る
所

以
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、「
凡
海
郷
陥
没
」
の
記
事
が
あ
る
が
、
全
く
同
文
の
記
述

が
『
海
部
氏
勘
注
系
図
』
に
も
見
出
さ
れ
る
）
11
（

。
こ
の
系
図
は
、安
易
に
利
用
で
き
な
い
。

　
新
井
説
に
対
し
て
の
異
論
を
正
面
か
ら
提
示
し
て
い
る
の
が
、尾
関
章
で
あ
る
）
11
（

。（
松

前
健
の
所
論
も
新
井
説
と
は
異
な
る
が
、
尾
張
自
生
説
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
出

自
論
」
と
し
て
は
、新
井
側0

で
あ
る
。
重
松
明
久
は
対
立
す
る
が
、新
井
以
前
で
あ
る
）

尾
関
の
所
論
は
、
太
田
・
田
中
等
が
基
本
的
に
は
宣
長
説
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
考
古
学
上
の
所
見
と
地
名
・
人
名
な
ど
を
主
な
論
拠
と
し
て
史
料
の
整
合
的

な
理
解
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
方
法
論
的
に
は
、
上
遠
野
浩
一
・
中
村
修
・
加
藤

謙
吉
な
ど
）
11
（

と
立
場
を
同
じ
く
す
る
。

　
尾
関
説
に
つ
い
て
は
、
発
表
媒
体
と
論
調
の
あ
る
種
の
特
徴
の
故
か
、
あ
ま
り
論
じ
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ら
れ
て
来
な
か
っ
た
が
、
放
置
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
）
11
（

と
思
う
。

　
尾
関
説
は
、
思
い
切
っ
て
約
め
て
言
え
ば
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
尾
張
氏
の
本
拠
は
河
内
で
あ
り
、
葛
城
は
そ
の
交
流
・
通
婚
圏
で
あ
る
。
そ
の
尾
張

氏
が
畿
内
政
権
の
東
方
系
略
の
一
翼
を
担
っ
て
東
漸
し
、
美
濃
・
尾
張
に
拠
点
を
置
い

た
。（
こ
の
見
取
り
図
の
限
り
で
は
、
大
和
と
河
内
の
差
異
を
除
け
ば
、
田
中
等
の
そ

れ
と
共
通
す
る
。）
こ
の
尾
張
氏
が
最
初
に
拠
点
化
し
た
「
尾
張
の
地
」
と
は
、
現
岐

阜
県
の
各
務
原
一
帯
で
あ
り
、
当
時
は
「
尾
張
」
で
あ
っ
た
こ
の
地
は
、
後
の
国
境
策

定
に
よ
り
、
美
濃
国
に
移
・
編
入
さ
れ
た
た
め
、
諸
々
の
誤
解
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

尾
張
氏
は
そ
の
後
、
濃
尾
平
野
の
諸
氏
族
を
再
編
・
統
合
し
、
熱
田
に
拠
点
を
移
す
こ

と
に
な
る
。
吉
備
地
方
の
「
尾
張
」
の
影
は
、「
尾
張
の
尾
張
氏
」
の
進
出
の
結
果
で

は
な
く
、「
河
内
の
尾
張
氏
」の
、東
の
尾
張
と
対
照
さ
れ
る
西
方
進
出
の
結
果
と
見
る
。

　
既
存
の
大
和
出
自
説
が
、
専
ら
尾
張
へ
の
移
住
を
主
題
と
し
、
そ
の
前
後
の
大
和
を

論
じ
て
い
な
い
の
に
比
し
て
、
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
と
思
う
。

　
こ
の
尾
関
説
は
、
自
身
の
言
う
「
膨
大
に
す
ぎ
る
本
の
『
検
索
読
み
』」
に
支
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
検
索
そ
の
も
の
の
当
否
（
材
料
の
信
憑
性
）、
解
釈
の
当
否
、
位
置

づ
け
の
当
否
な
ど
、
多
様
な
検
討
を
必
要
と
し
、
ま
た
、
立
論
の
前
提
と
し
て
の
「
方

位
論
」「
地
域
の
有
す
る
ス
テ
イ
タ
ス
論
」、「
煙
あ
る
と
こ
ろ
必
ず
火
あ
り
論
」（
雲
や

霞
で
は
な
い
こ
と
、ま
し
て
や
、ド
ラ
イ
ア
イ
ス
な
ど
で
は
な
い
こ
と
の
証
明
）
な
ど
、

理
論
上
の
問
題
も
あ
る
。

　
私
と
し
て
も
、
評
価
を
定
め
る
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
率
直
に
告
白
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
論
及
だ
け
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

　
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
尾
関
論
の
「
枝
葉
を
と
り
払
う
」
必
要
性
を
感
じ
て
い

る
。

　
尾
関
が
し
ば
し
ば
比
喩
を
用
い
る
顰
に
倣
っ
て
言
う
な
ら
ば
、「
愛
の
水
中
花
」（
五

木
寛
之
作
詞
の
歌
謡
曲
）
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
。「
こ
れ
も
愛
　
あ
れ
も
愛
　
た
ぶ
ん

愛
　
き
っ
と
愛
」
の
先
に
は
、「
愛
か
も
知
れ
な
い
」「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
愛
」「
愛
で

な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
」
が
拡
散
し
、
愛
の
姿
は
、
茫
漠
と
し
た
も
の
に
な
る
。

　
紙
数
の
関
係
で
、
こ
こ
で
例
示
す
る
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
の
よ
う

に
言
う
こ
と
の
意
味
だ
け
は
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
〇 

ま
ず
、
事
実
認
識
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
。

　
　
こ
れ
は
削
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
〇
次
い
で
、
き
わ
め
て
危
う
い
と
思
わ
れ
る
も
の
。

こ
れ
は
、
数
を
つ
み
重
ね
る
と
そ
れ
な
り
の
「
証
拠
」
と
な
り
得
る
と
の
見
方
も

あ
ろ
う
が
、
逆
に
、
全
体
を
「
胡
散
臭
い
」
と
思
わ
せ
る
効
果
も
あ
る
。

　
〇
異
説
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
。

こ
れ
は
、
し
っ
か
り
と
評
価
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
我
田
引
水
と
受
け
取
ら
れ
て
し

ま
う
。

　
こ
の
よ
う
な
古
代
史
上
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、「
確
た
る
核
」
と
な
る
根
拠
を
提
示

せ
よ
と
言
う
の
は
恐
ら
く
「
無
い
も
の
ね
だ
り
」
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
少
し
で
も
そ
れ

に
近
づ
く
方
法
を
見
出
し
た
い
と
い
う
の
は
、
私
の
自
戒
で
も
あ
る
。

　
そ
の
上
で
、裁
判
と
は
異
な
っ
て
、「
状
況
証
拠
」は
認
識
上
の
有
効
な
根
拠
と
な
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
も
裁
判
と
は
決
定
的
に
異
な
る
こ
と
と
し
て
、
論
争
は
、
認
識
を
豊
か

に
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　
尾
関
の
「
系
譜
」
論
は
、
言
わ
ば
「
傍
論
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

他
の
諸
説
が
、
ま
ず
「
系
譜
」
か
ら
説
く
の
に
対
し
て
、
尾
関
は
、
分
析
結
果
に
基
づ

い
て
「
系
譜
」
を
考
え
て
い
る
。

　
前
・
後
半
の
不
連
続
を
認
め
た
上
で
、
十
世
ま
で
の
骨
格
は
尾
張
氏
発
祥
地
＝
大
和

川
流
域
に
お
け
る
古
い
記
憶
の
反
映
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
尾
関
の
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説
明
で
あ
る
。（
尾
張
に
定
着
し
た
尾
張
氏
が
、
あ
る
段
階
で
、
改
め
て
乎
止
与
命
以

下
の
系
譜
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
伝
承
を
掘
り
返
し
た
と
い
う
理
解
か
。）

　
新
井
以
前
・
以
後
も
、（
系
譜
が
二
分
割
さ
れ
る
こ
と
は
認
め
て
も
）、
乎
止
与
命
か

ら
系
譜
が
は
じ
ま
る
（
そ
こ
に
、
起
点
が
あ
る
）
こ
と
の
意
味
で
解
明
を
試
み
て
い
る

説
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

五
　「
系
譜
」
再
論

　

　
新
井
は
、「
尾
張
氏
系
譜
」
の
不
連
続
を
指
摘
し
そ
の
前
半
部
と
後
半
部
の
成
立
の

前
後
関
係
を
論
じ
た
が
、
そ
の
差
異
に
は
あ
ま
り
、
意
を
用
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、

前
・
後
半
に
二
分
割
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
の
両

者
に
は
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
相
違
点
が
見
出
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
前
半
部
に
は
、
尾
張
（
尾
治
）
を
示
唆
す
る
も
の
は
、
四
世
孫
建
額
赤
の
妻

「
葛
城
尾
治
4

4

置
姫
」
の
名
前
が
唯
一
の
例
で
あ
り
、
後
半
部
に
は
、
葛
城
は
全
く
姿
を

現
わ
さ
な
い
。

　
こ
れ
は
、
移
住
説
に
と
っ
て
、
弱
点
の
一
つ
で
あ
る
。
前
半
に
も
っ
と
尾
張
氏
の
姿

が
現
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
後
半
に
葛
城
の
「
残
影
」
く
ら
い
あ
っ
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
。

　
顕
著
な
違
い
と
し
て
目
に
付
く
の
は
、
前
半
部
で
は
、
氏
の
「
本
宗
」
た
る
人
物
に

は
、
必
ず
妻
の
名
を
記
し
、
そ
の
所
生
の
子
を
次
の
世
代
に
つ
な
げ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
後
半
部
で
は
、
乎
止
与
・
建
稲
種
の
二
世
代
に
の
み
、
そ
れ
が
記
さ
れ
る
が
、
以

下
で
は
、
一
切
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
前
半
部
で
は
、
そ
れ
以
外
の
人
物
に
は
、
始
祖
注
記
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
人

物
以
下
の
系
譜
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
半
部
で
は
、「
始
祖
注
記
・
以

下
省
略
」
の
人
物
も
六
名
あ
る
も
の
の
、
注
記
な
し
で
以
下
省
略
さ
れ
て
い
る
者
も
、

承
継
者
を
除
い
て
、
七
名
あ
る
。

　
新
井
は
、
こ
の
「
始
祖
注
記
・
以
下
省
略
」
を
、「
天
孫
本
紀
で
は
」
と
し
て
、
当

該
系
譜
全
体
に
わ
た
る
特
色
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
読
で
あ
っ
て
後
半
部
で
は
、

「
注
記
な
し
・
以
下
省
略
」
形
が
、
半
数
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
前
半
部
は
、
八
世
の
倭
得
玉
彦
に
至
る
ま
で
、
一
系
の
筋
は
明
確
に
示
さ

れ
る
と
と
も
に
、
多
数
の
分
出
氏
族
の
始
祖
を
注
記
し
、
そ
の
後
を
想
定
す
れ
ば
、
ま

さ
に
壮
大
な
同
族
パ
ノ
ラ
マ
が
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
半

部
は
、
か
な
り
貧
弱
で
、
そ
の
上
、
内
部
で
二
ヶ
所
の
不
連
続
が
見
ら
れ
、
し
か
も
「
以

下
不
明
者
」（
こ
れ
は
、
他
氏
と
し
て
析
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
尾
張
氏
族
そ
の
も
の

を
肥
大
化
さ
せ
て
行
く
こ
と
を
意
味
す
る
か
）
が
多
い
。

　
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、
前
半
部
と
後
半
部
と
で
は
、
そ
の
作
成
原
理
が
全
く
異
な

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
同
一
系
譜
の
内
部
に
お
い
て
、
経
年
的
に
生
じ
て
い

る
ズ
レ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
二
つ
の
系
譜
を
、
成
立
後
に
継
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
の
ご
と

く
で
あ
る
。

　
そ
の
う
え
で
、
両
者
に
共
通
す
る
重
要
な
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
皇
室
に

つ
な
が
る
一
群
が
、大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
こ
と
で
あ
る
。（
特
に
、後
半
部
で
は
、

そ
の
比
重
が
大
き
い
。）
そ
し
て
、
女
性
に
配
偶
者
を
記
す
の
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に

限
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
族
の
女
性
が
、
皇
族
の
妻
と
な
り
、
母
と
な
る
こ
と
を
示
す

た
め
の
、
原
理
的
表
記
で
あ
る
。
そ
の
原
理
か
ら
す
れ
ば
、
大
海
媛
の
場
合
も
、
関
係

人
物
の
多
寡
に
関
わ
ら
ず
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
は
、
氏
族
系
譜
の
荘
厳
化
を
図
る
も
の
だ
と
す
る
通
説
は
正
し
い
だ
ろ
う
が
、

系
譜
の
本
質
が
「
世
継
ぎ
」
の
明
示
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
筋
と
は
別
の
「
修

飾
部
分
」
で
あ
る
こ
と
も
認
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
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そ
こ
で
、
大
き
な
問
題
が
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
は
、
四
世
孫
瀛
津
世
襲
の
「
尾
張
連

等
祖
」
と
い
う
注
記
で
あ
る
。『
記
紀
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る
こ

の
注
記
は
、
何
の
問
題
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
尾
張
氏
系
譜
」
の
原
理
か
ら
す
れ

ば
、
こ
れ
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
新
井
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
物
部
氏
に
よ
る
加
筆
と
し

て
も
、
解
決
が
つ
か
な
い
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
上
遠
野
浩
一
は
、「
少
々
大
胆
な
考
え
で
は
あ
る
が
」
と
断
っ

た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
も
と
も
と
尾
張
氏
の
系
譜
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
か
。」「
大
和
を
本
拠
と
す
る
県
主
級
の
氏
族
」
か
ら
、
尾
張
氏
が
「
系
譜
を
簒

奪
ま
た
は
私
物
化
し
た
結
果
、
尾
張
氏
の
系
譜
と
い
う
事
柄
の
み
が
一
人
歩
き
し
」
た

の
だ
と
論
じ
、
さ
ら
に
、「
地
方
豪
族
尾
張
氏
が
、
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
皇
妃
伝
承

を
伝
え
る
理
由
は
、ま
さ
に
大
和
の
氏
族
か
ら
系
譜
を
簒
奪
ま
た
は
私
物
化
し
た
結
果
」

と
主
張
す
る
。

　
新
井
は
こ
こ
ま
で
徹
底
し
な
か
っ
た
が
、
尾
張
出
自
説
、
後
半
部
先
行
成
立
説
に
、

私
の
い
う
系
譜
表
記
原
理
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
当
然
に
出
て
く
る
結
論
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
一
群
と
、
後
半
部
の
応
神
関
係
の
一
群
と
を
合
わ
せ
考
え
、
と
に
も

か
く
に
も
、
尾
張
氏
の
系
譜
と
の
認
識
の
下
に
結
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
別
の
解
釈
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
瀛
津
世
襲
に
関
す
る
伝
承
は
、『
記
紀
』
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
単
に
尾

張
氏
の
自
己
主
張
で
は
な
く
、
王
権
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

和
珥
氏
の
関
係
を
ふ
く
め
て
、「
尾
張
氏
系
譜
」
と
は
別
に
、
独
立
し
て
存
在
し
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。

　
そ
し
て
、
本
来
の
「
尾
張
氏
系
譜
」
に
は
、
瀛
津
世
襲
の
名
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

　
そ
れ
を
結
合
さ
せ
る
の
は
、
簡
単
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
七
世
の

建
諸
隅
が
孝
昭
朝
大
臣
で
あ
る
の
と
、四
世
の
瀛
津
世
襲
が
孝
昭
朝
大
連
で
あ
る
の
は
、

全
く
の
矛
盾
で
あ
る
。
こ
れ
を
四
世
に
組
み
込
ん
だ
の
は
、
失
敗
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
結
合
さ
せ
る
に
際
し
て
、
系
譜
の
記
載
原
理
と
の
整
合
性
の
徹
底

に
意
が
及
ば
な
か
っ
た
。
俗
な
言
葉
で
言
え
ば
、
系
譜
作
成
者
（
個
人
で
あ
れ
、
氏
族

内
の
集
団
で
あ
れ
）
が
、
系
譜
荘
厳
化
に
あ
た
っ
て
、「
ド
ジ
を
踏
ん
だ
」
の
で
あ
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
一
つ
の
仮
説
（
そ
れ
も
、
上
遠
野
に
倣
っ
て
言
え
ば
、

「
相
当
に
大
胆
な
」）
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
系
譜
が
、
上
方
か
ら
下
方
に
流
れ

る
一
つ
の
も
の
、
新
井
の
よ
う
に
加
上
と
す
る
も
の
、
尾
関
の
よ
う
に
「
回
想
」
の
結

果
と
す
る
も
の
、
な
ど
の
、
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
矛
盾
は
し
な
い
仮
説
で
あ

る
。

　
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
後
半
部
に
あ
る
。

　
十
三
世
尻
綱
根
は
、
系
図
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
、
応
神
の
側
に
引
き
ず
ら
れ
る
の
で

は
な
く
、
尻
綱
根
―
稚
彦
―
の
側
に
つ
な
が
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
が
、
稚
彦
と
尾
治
弟
彦
と
の
切
れ
目
も
、
世
代
表
示
と
し
て
は
、
曖
昧
で
あ
る
。

　
何
故
そ
う
な
る
の
か
。
私
は
、
後
半
部
の
前
半
は
、
も
と
も
と
、
系
図
と
し
て

0

0

0

0

0

、
乎

止
与
―
建
稲
種
―
尻
綱
根
―
稚
彦
の
ご
と
く
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
応
神
―
仁

徳
に
つ
な
が
る
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
伝
承
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
そ
れ
を
利
用
し
て
、
系
譜
化
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
十
四
世
以
下
の
系
譜
と
、
確

定
的
に
つ
な
ぐ
と
い
う
点
で
、
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
乎
止
与
―
建
稲
種
が
一
人
ず
つ
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
系
譜
の
始
点
だ
か
ら
で
は
な

く
、『
記
』
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
伝
承
」
は
、
建
伊
那
陀
と
そ
の

女
の
関
係
の
ま
と
ま
り
で
あ
っ
て
、
尾
張
氏
の
系
譜
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、「
起
点

云
々
」
と
は
無
関
係
だ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
て
、
改
め
て
こ
の
「
系
譜
」
全
体
を
検
討
し
て
み
る
と
、
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そ
れ
は
、
四
つ
の
部
分
に
大
別
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

（
Ａ 
）
天
火
明
―
天
香
語
山
―
天
村
雲
―
天
忍
人
―
天
戸
目
か
ら
弟
彦
に
至
る
系
譜
。

（
Ｂ 
）
こ
の
（
Ａ
）
を
修
飾
す
る
天
忍
男
か
ら
日
本
足
彦
国
押
人
に
至
る
グ
ル
ー
プ
、

及
び
大
海
媛
関
係
。

（
Ｃ
）
乎
止
与
―
建
稲
種
か
ら
、
応
神
天
皇
の
五
皇
子
・
六
皇
女
に
至
る
グ
ル
ー
プ
。

（
Ｄ
）
尾
治
弟
彦
か
ら
尾
治
乙
訓
与
止
に
至
る
系
譜
。

　
こ
れ
を
新
井
の
ご
と
く
、
（
Ａ
）
＋
（
Ｂ
）
＋
（
Ｃ
）
＋
（
Ｄ
）
と
整
理
す
る
こ
と

も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
（
Ａ
）
＋
（
Ｂ
）
＋
（
Ｃ
）
＋
（
Ｄ
）
と
す
べ
き
で
は
な

い
か
。（
Ｃ
）
と
（
Ｄ
）
が
不
連
続
で
あ
る
こ
と
（（
Ｄ
）
の
内
部
が
さ
ら
に
不
連
続
な

の
は
、（
Ｃ
）
と
（
Ｄ
）
と
の
つ
な
ぎ
の
不
首
尾
の
反
映
と
見
る
の
だ
が
）
の
意
味
を
、

次
の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　（
Ｃ
）
の
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
れ
と
し
て
独
立
し
て
存
在
し
て
い
た
伝
承
で
あ
る
。
乎

止
与
を
一
つ
の
起
点
と
し
て
作
成
さ
る
べ
き
「
系
譜
」
の
核
と
な
る
素
材
と
し
て
、
ま

ず
そ
れ
が
定
置
さ
れ
た
。

　
そ
の
上
で
、
そ
の
前
後
に
、
整
理
さ
れ
た
形
の
（
Ａ
）（
元
来
（
Ｂ
）
を
伴
っ
た
存

在
で
あ
っ
た
か
、
後
に
（
Ｂ
）
を
付
加
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
判
断
の
仕
様
が
な
い

の
だ
が
）
と
、か
な
り
粗
雑
な
（
Ｄ
）
を
つ
な
い
だ
の
が
、現
状
の
「
系
譜
」
で
あ
る
。

　（
Ｄ
）
の
冒
頭
は
、
曖
昧
さ
を
残
し
た
ま
ゝ
と
な
っ
て
い
る
。（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
、

乎
止
与
に
つ
な
ぐ
キ
ー
・
パ
ー
ソ
ン
を
特
定
で
き
な
か
っ
た
。（
加
上
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
を
案
出
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
し
、
仮
冒
で
あ
れ
ば
、
誰
か
を
選
択
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
本
来
、
一
体
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
い
う
問
題
は
起
き
な
い
。）

　
そ
こ
で
、
そ
の
接
合
を
暗
示
す
る
人
物
を
「
案
出
」
し
た
。
い
さ
さ
か
「
悪
の
り
」

の
き
ら
い
が
あ
る
と
自
戒
の
念
も
起
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
敢
え
て
言
え
ば
、
両

者
を
「
縫
合
」
す
る
役
割
を
担
う
の
が
、
大
縫
・
小
縫
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
不
連
続
を
解
消
し
よ
う
と
試
み
た
論
者
た
ち
が
、
小
縫
を

以
て
上
・
下
を
（
少
な
く
と
も
、
下
へ
は
大
縫
を
つ
な
げ
な
い
）
つ
な
ぐ
の
は
、
意
味

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
大
碓
・
小
碓
を
典
型
と
し
て
、
兄
弟
・
姉
妹
を
め
ぐ
る
伝
説
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場

合
、
弟
・
妹
の
側
が
有
意
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
無
意
識
で
あ
れ
、
意
識
的
で
あ

れ
、
小
縫
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
を
、「
系
譜
」
作
者
は
狙
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
尾
張
氏
系
譜
」
が
、
切
れ
目
の
な
い
一
貫
し
た
一
つ
の
も
の
と

す
る
の
は
、
や
は
り
無
理
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
こ
か
ら
、
何
を
読
み
取
れ
ば
よ

い
の
か
。

　
既
述
の
よ
う
に
、
新
井
は
、「
系
図
」
の
後
半
部
（
乎
止
与
以
下
）
の
先
行
成
立
を

想
定
し
、
そ
れ
を
以
て
、
尾
張
氏
の
尾
張
本
貫
（
地
域
自
生
）
説
を
提
唱
し
た
。
こ
の

論
理
構
成
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
。
私
自
身
も
、
自
生
説
を

前
提
に
考
察
し
て
来
た
面
が
あ
る
。

　
し
か
し
、「
系
譜
」
が
自
ら
語
っ
て
い
る
そ
の
内
容
か
ら
、
直
ち
に
、
後
半
部
先
行

成
立
は
導
か
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
新
井
の
「
系
譜
」
分
析
か
ら
、
直
接
引
き
出
せ
る
結
論
は
、
こ
の
「
系
譜
」
は
、
一

つ
の
ま
と
ま
っ
た
体
系
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
ま
と
ま
り
を
綻
び
さ
せ

る
「
異
質
」
な
部
分
を
含
ん
で
い
る
（
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
重
要
な
構
成
部
分
と
し
て

い
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
新
井
は
、
乎
止
与
が
、
尾
張
氏
の
「
一
つ
の
起
点
」
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
こ
の

部
分
の
先
行
成
立
を
推
定
し
た
。

　
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
が
、
私
は
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
論
じ
る
べ
き
だ
と
思

う
。
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そ
れ
は
、系
譜
に
お
け
る
「
一
つ
の
起
点
」
の
意
味
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
こ
と
と
、

後
半
部
に
内
在
す
る
「
ま
と
ま
り
の
悪
さ
」
に
留
意
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
前
者
に
つ
い
て
は
、
初
代
国
造
と
い
う
「
一
つ
の
起
点
」
か
ら
始
ま
る
系
譜
と
い
う

の
は
、
端
的
に
言
え
ば
、「
乎
止
与
を
始
祖
と
す
る
、
尾
張
国
造
家

0

0

0

0

0

の
系
譜
」
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
か
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
れ
は
本
来
、
尾
張
氏

0

0

0

の
系
譜
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
前
半
部
な
し
で
も
、
一
つ
の
完
結
体
を
な
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
新
井
説
を
補
強
す
る
。

　
後
者
に
つ
い
て
は
、既
述
の
よ
う
に
、（
Ｃ
）
と
（
Ｄ
）
と
は
不
連
続
で
あ
り
、（
Ｄ
）

の
内
部
も
、
切
れ
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、（
Ｃ
）
は
、
元
来
、
系
譜
で
は
な
く
、

そ
れ
と
は
独
立
し
て
存
在
し
て
い
た
、
建
稲
種
か
ら
応
神
に
至
る
「
伝
承
」（『
記
』
で

は
、
建
伊
那
陀
宿
祢
だ
が
、
そ
こ
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
尾
張
氏
の
自
己

主
張
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、政
権
に
よ
り
「
公
認
」
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
）

で
あ
ろ
う
。
そ
の
伝
承
を
、「
国
造
始
祖
乎
止
与
」
と
一
体
化
さ
せ
て
核
と
し
、
や
ゝ

不
整
備
だ
っ
た
（
Ｄ
）
に
つ
な
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
系
譜
」
に
は
、
国
造
乎
止

与
は
出
て
来
な
い
が
、
こ
こ
で
『
国
造
本
紀
』
を
援
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
）
11
（

。
そ

し
て
、
こ
こ
で
の
主
役
は
、
系
譜
文
章
上
の
位
置
が
華
や
か
な
建
稲
種
で
は
な
く
、
乎

止
与
で
あ
る
。

　
こ
の
「
系
譜
」
の
前
半
部
（
Ａ
）
＋
（
Ｂ
）
と
後
半
部
（
Ｃ
）
＋
（
Ｄ
）
の
接
続

の
不
手
際
か
ら
見
て
、「
尾
張
氏
系
譜
」
の
作
成
に
あ
た
り
、「
尾
張
国
造
家
系
譜
」
を

組
み
込
ん
だ
と
は
考
え
に
く
い
。
乎
止
与
・
建
稲
種
の
代
に
至
っ
て
、
突
然
、「
○
○

之
祖
」
な
ど
の
形
を
と
る
一
族
は
、
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
、
系
譜
か
ら

抹
消
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
現
に
尾
張
に
在
住
し
て
い
る
、
尾
張
国
造
家
で
あ
る
尾
張
氏
に
と
っ
て
、
何
よ
り
も

必
要
な
の
は
、
国
造
家
た
る
所
以
を
証
明
す
る
系
譜
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
一
義
的
に
求

め
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
国
造
家
た
る
尾
張
氏
が
、
そ
の
前
身
に
、
ど
の
よ
う
な
系
譜

を
負
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
課
題
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
新
井
は
、
後
半
部
先
行
成
立
説
と
、
尾
張
自
生
説
を
直
結
さ
せ
て
い
る

の
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
も
う
一
つ
媒
介
項
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
新
井
の
主
張
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
移
住
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
最
初
か
ら
そ
の
よ
う

な
体
系
を
組
み
立
て
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
を
し
な
い
で
、
後
半
部
を
先
行
さ
せ
る

の
は
、移
住
者
で
は
な
い
と
い
う
判
断
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、少
し
苦
し
い
と
思
う
。

　
乎
止
与
が
「
一
つ
の
起
点
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
正
し
い
。
し
か
し
、尾
張
氏
に
あ
っ

て
は
、
い
く
つ
か
あ
り
得
る
中
で
の
「
一
つ
の
起
点
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
重
い
、
あ

る
意
味
で
は
絶
対
的
起
点
と
な
る
の
は
、「
国
造
の
始
祖
と
し
て
」
で
あ
る
。

　
そ
の
場
合
、
そ
れ
が
先
行
す
る
か
ら
自
生
と
い
う
論
理
は
成
立
し
な
い
。

　
国
造
に
は
、
地
元
の
土
着
豪
族
が
任
命
さ
れ
る
と
し
て
も
、「
土
着
」
と
は
、「
移
住

定
住
者
」
を
含
む
概
念
で
あ
り
、
地
元
自
生
と
は
限
ら
な
い
。

　
新
井
の
自
生
説
が
完
璧
と
は
言
え
ぬ
こ
と
を
論
じ
て
来
た
。
し
か
し
、そ
の
こ
と
は
、

移
住
説
に
再
帰
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
も
ま
た
、「
尾
張
氏
系
譜
」
論
の
限

り
で
は
、
論
証
さ
れ
て
い
な
い
。

　
太
田
・
田
中
等
の
説
は
、『
記
紀
』
と
の
整
合
性
も
含
め
て
、
一
定
の
合
理
性
を
有

し
て
い
る
が
、
そ
の
対
応
関
係
は
、
前
半
部
分
で
「
完
結
」
し
て
お
り
、
倭
得
玉
彦
に

つ
い
て
の
仮
説
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
、
尾
張
に
は
及
ば
な
い
し
、
ま
た
不
連
続
問
題

の
解
決
も
つ
い
て
い
な
い
。

　
ま
た
、『
記
紀
』
の
、
ほ
ぼ
全
面
的
な
承
認
を
前
提
と
し
て
お
り
、
国
造
制
の
問
題

を
は
じ
め
と
す
る
、
今
日
の
研
究
水
準
と
の
関
係
か
ら
も
、
容
易
に
承
認
で
き
な
い
面

も
多
い
。
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む
す
び

　
　
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
、
新
井
喜
久
夫
の
「
天
孫
本
紀
・
尾
張
氏
系
譜
」
論
は
、
採
る
べ

き
点
は
多
い
も
の
の
、全
面
的
に
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

　
新
井
説
の
一
部
に
、「
修
正
案
」
を
示
し
た
も
の
の
、「
系
譜
」
そ
の
も
の
を
内
在
的

に
「
解
剖
」
し
、そ
の
体
系
を
提
示
し
得
る
方
法
を
見
出
す
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
あ
る
い
は
、「
系
譜
」
か
ら
、
出
自
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
史
料
の
総
合
的
な
分
析
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、「
系
譜
」
に

対
峙
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
尾
張
氏
論
が
、
そ
の
出
自
論
の
み
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
も
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
問
題
の
と
ば
口
で
、
立
ち
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
忸
怩
た
る
思
い
が
あ
る
が
、
他
日

を
期
す
こ
と
を
約
し
て
、
ひ
と
ま
ず
、
稿
を
閉
じ
る
。

以
上

（
1
）
本
居
宣
長『
古
事
記
伝
』二
十
一
之
巻
。大
野
晋
・
大
久
保
正
編
輯
校
訂『
本
居
宣
長
全
集
』

第
十
巻
（
筑
摩
書
房
　
一
九
八
九
年
）。

（
2
）
栗
田
寛
『
栗
里
先
生
雑
著
』
巻
七
（
吉
川
半
七
　
一
九
〇
一
年
）。
復
刻
版
は
、
山
里
純

一
校
訂
『
続
日
本
古
典
全
集
　
栗
里
先
生
雑
著
二
』（
現
代
思
潮
社
　
一
九
八
〇
年
）。

　
　
　
太
田
亮
「
八
坂
入
彦
命
と
尾
張
氏
の
濃
尾
移
住
」（『
歴
史
地
理
』
二
五
巻
五
号
　
一
九
一

五
年
）・
同
『
日
本
国
誌
資
料
叢
書
』（
磯
部
甲
陽
堂
　
一
九
二
六
年
）。
復
刻
版
は
、『
日
本

国
誌
資
料
叢
書
』
第
十
巻
尾
張
（
臨
川
書
店
　
一
九
七
三
年
）・
同
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』（
姓

氏
家
系
大
辞
典
刊
行
会
　
一
九
三
四
～
三
六
年
）。
復
刻
版
は
、『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』（
角

川
書
店
　
一
九
六
三
年
）。

　
　
　
太
田
の
三
著
の
当
該
部
分
は
全
く
同
文
で
あ
る
。

　
　
　
高
群
逸
枝『
母
系
制
の
研
究
』（
厚
生
閣
　
一
九
三
八
年
）。『
高
群
逸
枝
全
集
』第
一
巻
（
理

論
社
　
一
九
六
六
年
）
と
し
て
再
刊
。

　
　
　
他
に
簡
潔
に
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』（
冨
山
房
　
一
九

〇
二
年
）・
飯
田
武
郷
『
日
本
書
紀
通
釈
』
巻
之
十
九
（
大
鎧
閣
　
一
九
〇
二
年
）・
久
米
邦

武
『
日
本
古
代
史
（
日
本
時
代
史
第
一
巻
）』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
　
一
九
二
六
年
）・『
愛

知
県
史
　
第
一
巻
』（
愛
知
県
　
一
九
三
五
年
）
等
が
あ
る
。『
愛
知
県
史
　
第
一
巻
』
は
凡

例
に
よ
れ
ば
、
第
一
期
第
一
章
は
川
上
多
助
及
び
岡
本
堅
次
が
起
草
し
、
川
上
多
助
が
全
巻

を
補
訂
し
た
と
あ
る
。『
愛
知
県
史
』
以
後
に
新
た
な
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。

　
　
　
重
松
明
久
「
尾
張
氏
の
熱
田
社
奉
祀
を
め
ぐ
っ
て
」（『
古
代
国
家
と
宗
教
文
化
』（
吉
川

弘
文
館
　
一
九
八
六
年
）。
初
出
論
文
名
は
、「
尾
張
氏
と
間
敷
屯
倉
」（『
日
本
歴
史
』
一
八

四
　
一
九
六
三
年
）。

（
3
）
新
井
喜
久
夫「
古
代
の
尾
張
氏
に
つ
い
て
」（『
信
濃
』二
七
巻
一
・
二
号
　
一
九
六
九
年
）。

　
　
　
同
「
古
代
の
尾
張
と
尾
張
氏
」
網
野
善
彦
・
門
脇
禎
二
・
森
浩
一
編
『
継
体
大
王
と
尾
張

の
目
子
媛
―
新
王
朝
を
支
え
た
濃
尾
の
豪
族
た
ち
―
』（
小
学
館
　
一
九
九
四
年
）。同
書
は
、

一
九
九
三
年
六
月
五
日
・
六
日
に
、
愛
知
県
春
日
井
市
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
春
日

井
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
収
録
し
た
も
の
。

　
　
　
同
『
新
修
名
古
屋
市
史
　
第
一
巻
』（
名
古
屋
市
　
一
九
九
七
年
）
第
五
章
第
二
節
。

（
4
）「
天
照
御
魂
神
考
」『
日
本
神
話
と
古
代
生
活
』（
有
精
堂
出
版
　
一
九
七
〇
年
）。
初
出
は
、

『
国
学
院
雑
誌
』
六
二
巻
一
〇
号
（
一
九
六
一
年
）。

（
5
）
松
前
健
「
尾
張
氏
の
系
譜
と
天
照
御
魂
神
」『
古
代
伝
承
と
宮
廷
祭
祀
』（
塙
書
房
　
一
九

七
四
年
）。
初
出
は
、
三
品
彰
英
編
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
五
冊
（
一
九
七
一
年
）。

（
6
）
内
川
敬
三
「
熱
田
社
と
尾
張
氏
」。
遠
藤
元
男
博
士
還
暦
記
念
日
本
古
代
史
論
叢
刊
行
会

編
集
『
遠
藤
元
男
博
士
還
暦
記
念
日
本
古
代
史
論
叢
』（
遠
藤
元
男
博
士
還
暦
記
念
刊
行
会
　

一
九
七
〇
年
）。

（
7
）
弟
彦
―
淡
夜
別
の
系
線
な
ど
は
、
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
意
味
不
明
で
あ

る
。
全
体
と
し
て
、
賛
成
で
き
な
い
。

（
8
）
後
述
の
よ
う
に
、
田
中
卓
は
、
大
筋
に
お
い
て
、
太
田
説
を
追
認
し
て
い
る
。
一
つ
の
到

達
点
と
も
言
え
る
説
で
あ
る
。
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（
9
）
新
井
以
前
の
「
尾
張
氏
論
」
を
通
底
す
る
の
は
、
宣
長
説
で
あ
る
。

（
10
）『
新
修
名
古
屋
市
史
　
第
一
巻
』（
名
古
屋
市
　
一
九
九
七
年
）
第
五
章
第
二
節
。

（
11
）
シ
リ
ー
ズ
「
古
代
氏
族
の
研
究
12
」（
青
垣
出
版
　
二
〇
一
八
年
）。

（
12
）
上
遠
野
浩
一
「
尾
張
氏
系
譜
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
横
田
健
一
編
『
日
本
書
紀
研
究
』

第
二
十
三
冊
（
二
〇
〇
〇
年
）。

（
13
）
田
中
卓
「
真
清
田
神
社
の
創
祀
と
発
展
」『
田
中
卓
著
作
集
』
一
一
―
一
（
神
社
と
祭
祀
）

（
国
書
刊
行
会
　
一
九
九
四
年
）。
こ
れ
は
、
同
年
発
行
の
、
真
清
田
神
社
史
編
纂
委
員
会

編
輯
兼
発
行
『
真
清
田
神
社
史
』
の
当
該
部
分
と
同
文
。
な
お
『
真
清
田
神
社
史
』
の
第
二

章
第
三
節
の
1
「
尾
張
国
は
も
と
東
山
道
か
」
は
、『
田
中
卓
著
作
集
』
六
（
律
令
制
の
諸

問
題
）（
国
書
刊
行
会
　
一
九
八
六
年
）
所
収
の
同
名
論
文
と
、
細
部
に
異
同
あ
る
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
同
文
。同
論
文
の
初
出
は
、『
皇
学
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
』二
六
（
一
九
八
〇
年
）。

（
14
）『
愛
知
県
史
　
資
料
編
6
　
古
代
1
』（
愛
知
県
　
一
九
九
九
年
）
史
料
番
号
一
〇
三
四
。

（
15
）
神
道
大
系
編
纂
会
編
『
神
道
大
系
』
古
典
編
一
三
（
神
道
大
系
編
纂
会
　
一
九
九
二
年
）。

（
16
）
注（
10
）に
同
じ
。

（
17
）
吉
川
敏
子
「
古
代
丹
後
の
海
部
直
の
系
譜
」『
氏
と
家
の
古
代
史
』（
塙
書
房
　
二
〇
一
三

年
）。

（
18
）
邨
岡
良
弼
「
丹
後
国
風
土
記
偽
撰
考
」（『
歴
史
地
理
』
三
巻
五
号
　
一
九
〇
一
年
）。
同
『
日

本
地
理
志
料
』（
東
陽
堂
　
一
九
〇
二
～
一
九
〇
三
年
）。
復
刻
版
は
、
京
都
大
学
文
学
部
国

語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
諸
本
集
成
　
倭
名
類
聚
抄
　
外
篇
　
日
本
地
理
志
料
』（
臨
川
書

店
　
一
九
六
六
年
）。

（
19
）
福
岡
猛
志
「『
丹
後
国
風
土
記
残
欠
』
に
つ
い
て
の
基
礎
的
検
討
」『
愛
知
県
史
研
究
』
一

七
（
愛
知
県
　
二
〇
一
三
年
）。

　
　
　
な
お
、
加
藤
晃
は
「「
丹
後
国
風
土
記
残
欠
」
と
の
訣
別
」（『
舞
鶴
地
方
史
研
究
』
三
六
　

二
〇
〇
四
年
）
に
お
い
て
、「
残
欠
」
と
「
勘
注
系
図
」
は
、
同
一
人
物
に
よ
っ
て
、
同
時

に
偽
造
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

（
20
）
尾
関
の
論
稿
は
多
数
あ
る
が
、
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
論
文
名
を
抄
出
し
て
お
く
。

　
　
　
・「
ミ
ノ
地
名
と
濃
尾
と
吉
備
」（『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
一
〇
一
　
一
九
九
九
年
）。

　
　
　
・「
方
位
論
再
考
Ⅱ
―
断
夫
山
は
尾
張
氏
か
①
」（『
古
代
史
の
海
』七
一
　
二
〇
一
三
年
）。

　
　
　
・「
方
位
論
再
考
Ⅲ
―
畿
内
の
場
合
と
尾
張
氏
論
補
遺
」（『
古
代
史
の
海
』
七
四
　
二
〇

一
三
年
）。

　
　
　
・「
諸
賢
の
『
尾
張
氏
』
論
に
問
う
」（『
古
代
史
の
海
』
七
八
　
二
〇
一
四
年
）。

　
　
　
・「
続
・
諸
賢
の
『
尾
張
氏
』
論
に
問
う
」（『
古
代
史
の
海
』
七
九
　
二
〇
一
五
年
）。

　
　
　
・「
尾
張
連
と
尾
張
国
造
―
上
遠
野
浩
一
氏
か
ら
の
批
判
に
謝
し
て
―
」（『
古
代
史
の
海
』

八
一
　
二
〇
一
五
年
）。

　
　
　
・「
考
古
資
料
と
『
日
本
書
紀
』―
古
代
氏
族
ヲ
ハ
リ
（
尾
張
）
氏
と
ム
ゲ
ツ
（
身
毛
津
）

氏
で
考
え
る
―（
上
・
中
・
下
）」（『
古
代
史
の
海
』
一
〇
〇
・
一
〇
一
・
一
〇
二
　
二

〇
二
〇
年
・
二
〇
二
一
年
）。

（
21
）
上
遠
野
浩
一
「
尾
張
氏
の
発
生
に
つ
い
て
」
横
田
健
一
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
文
化
史
論

叢
―
横
田
健
一
先
生
古
稀
記
念
―
上
』（
創
元
社
　
一
九
八
七
年
）・
同
前
掲
注（
12
）論
稿
・

同
「
尾
張
国
造
・
海
部
・
伴
造
・
屯
倉
」
横
田
健
一
編
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
二
十
四
冊
（
塙

書
房
　
二
〇
〇
四
年
）。

　
　
　
中
村
修
「
伊
勢
湾
海
民
と
ヲ
ワ
リ
王
権
」
横
田
健
一
先
生
米
寿
記
念
会
編
『
日
本
書
紀
研

究
』
第
二
十
七
冊
（
塙
書
房
　
二
〇
〇
六
年
）。

　
　
　
加
藤
謙
吉
「
尾
張
氏
・
尾
張
国
造
と
尾
張
地
域
の
豪
族
」
篠
川
賢
・
大
川
原
竜
一
・
鈴
木

正
信
編
著
『
国
造
制
の
研
究
―
史
料
編
・
論
考
編
―
』（
八
木
書
店
　
二
〇
一
三
年
）
等
。

（
22
）
尾
関
論
稿
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
は
、
上
遠
野
対
尾
関
の
論
争
以
外
に
、
管
見
に

触
れ
な
い
。

　
　
　
上
遠
野
浩
一
「
尾
張
氏
の
本
貫
地
に
つ
い
て
―
尾
関
章
氏
の
尾
張
氏
論
に
対
し
て
―
」『
古

代
史
の
海
』
八
〇
（
二
〇
〇
五
年
）

　
　
　
尾
関
の
反
論
は
注（
20
）に
所
掲
。

　
　
　
私
自
身
、
尾
関
論
稿
に
接
し
た
の
は
、
某
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
の
受
講
生
か
ら
、
論
文

の
コ
ピ
ー
を
渡
さ
れ
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の
が
、
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
疑
問
と
す
る
点
も

多
々
あ
っ
て
、
本
格
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、『
愛
知
県
史
　
通
史
編
1
　
原
始
・

古
代
』（
愛
知
県
　
二
〇
一
六
年
）第
五
章
第
一
節
（
平
野
岳
美
と
共
同
執
筆
）に
お
い
て
も
、

言
及
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
論
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
思
う
。

（
23
）『
記
紀
』『
尾
張
氏
系
譜
』『
寛
平
熱
田
縁
起
』『
国
造
本
紀
』
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
内

容
を
持
っ
て
い
る
。
相
互
に
補
い
合
う
場
合
に
は
、
そ
の
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
た
と
え
ば
、
こ
の
「
系
譜
」
に
は
、
乎
止
与
が
国
造
で
あ
る
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、宮
酢
媛
も
出
て
来
な
い
。だ
が
、乎
止
与
が
国
造
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
、こ
の「
系

譜
」
の
解
釈
は
で
き
な
い
。
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　『
古
事
記
』
の
建
伊
那
陀
宿
祢
関
係
の
記
事
で
は
、「
系
譜
」
に
見
え
る
人
物
の
全
て
が
記

さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

　
　
　
乎
止
与
と
建
稲
種
が
親
子
で
あ
る
こ
と
を
記
す
の
は
、こ
の「
系
譜
」と『
寛
平
熱
田
縁
起
』

だ
が
、
後
者
の
主
人
公
は
、
稲
種
公
と
宮
酢
媛
で
あ
り
、
乎
止
与
は
、
バ
イ
・
プ
レ
ー
ヤ
ー

で
あ
る
。「
稲
種
公
者
火
明
命
十
一
代
之
孫
　
尾
張
国
造
乎
止
与
命
之
子
　
母
尾
張
大
印
岐

之
女
真
敷
刀
婢
命
也
。
実
尾
張
氏
祖
也
」
と
あ
る
。

　
　
　
こ
の
『
縁
起
』
を
根
拠
に
、「
系
図
」
に
お
け
る
、
乎
止
与
・
建
稲
種
の
位
置
・
役
割
を

論
じ
る
の
は
、
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　［
付
記
］

　
　
本
論
の
準
備
中
、
新
井
喜
久
夫
さ
ん
の
訃
報
に
接
し
た
。
痛
恨
の
極
み
で
あ
る
。

　
　
新
井
さ
ん
の
温
顔
を
偲
び
つ
つ
、
謹
ん
で
、
本
稿
を
、
ご
霊
前
に
捧
げ
た
い
。

　

（
日
本
福
祉
大
学
名
誉
教
授
）

　


